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医療情報の提供のあり方等に関する検討会概要 



「医療情報の提供のあり方等に関する検討会」について

平 成 １ ８ 年 ９ 月

医 政 局 総 務 課

１．開催の趣旨等

先般公布された「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法

等の一部を改正する法律」においては、都道府県を通じた医療情報の提供

制度の創設、広告規制の見直しを通じた広告可能な事項の拡大等、患者に

対する医療情報の提供の推進を図ることとしており、関係する規定は平成

１９年４月１日より施行されることとなっていることころである。

平成１７年１２月８日にとりまとめられた社会保障審議会医療部会の 医「

療提供体制に関する意見」においては、①都道府県が医療機関から報告の

あった情報を整理して公表する制度の対象とする「一定の情報」の範囲、

②広告できる事項の見直しや広告に関するガイドラインの策定等の課題に

ついて、厚生労働省に少人数の検討会を設けて議論し、必要な対応をとる

こととされている。

これを踏まえ、平成１９年４月の法施行に向け、必要な省令等の内容を

検討することともに、法施行後において、新たな広告規制制度の円滑な実

施等のための事後チェック機能の実施等を行うための検討会を設けること

とする

２．検討課題例

・ 都道府県が医療機関から報告のあった情報を整理して公表する制度の対象

とする「一定の情報」の範囲

・ 広告できる事項の見直しや広告に関するガイドラインの策定

・ 医療機関の名称制限の緩和の内容

・ 院内掲示事項の見直し

・ 新たな広告規制制度の運用に関する事後チェック

３．検討会の位置づけ等

医政局長による検討会

（検討会の庶務は医政局総務課で行う）

４．検討会のメンバー

別紙のとおり



（別紙）

医療情報の提供のあり方等に関する検討会委員名簿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(五十音順)

　　氏　名 　　　　　　　　所　属・役　職
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イイクラ

　裕之
ヒロユキ

日本労働組合総連合会総合政策局生活福祉局部長

内田
ウチダ

　健夫
タケオ

社団法人日本医師会常任理事

大井
オオイ

　利夫
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社団法人日本病院会副会長

小方
オガタ

　浩
ヒロシ

健康保険組合連合会副会長

小暮
コグレ

　義雄
ヨシオ

栃木県保健福祉部医事厚生課長

須藤
スドウ

　祐司
ユウシ

社団法人日本医療法人協会副会長

辻本
ツジモト

　好子
ヨシコ

ＮＰＯ法人ささえあい医療人権センターＣＯＭＬ理事長

長谷川
ハセガワ

　敏彦
トシヒコ

日本医科大学医療管理学教室主任教授

宮武
ミヤタケ

　剛
タケシ

埼玉県立大学保健医療福祉学部教授
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